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第９章 実証授業等報告と効果測定 

 
 
 
 
 
 
 

 

９－１ 実証授業等の概要 

９－２ 小中学校における実証授業 

９－３ 高等学校（併設中学校を含む）における実証授業 

９－４ 高等専門学校における実証授業 

９－５ 教員対象の知財教育手法セミナー 
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第９章 実証授業等報告と効果測定 

 
９－１ 実証授業等の概要 

  
実証授業等は、平成１８年５月１６日から平成１９年２月１４日の期間で下記１７種類

の内容で実施された。 
（図表９－１）平成１８年度実施の実証授業等 
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この中で、学生・生徒対象の実証授業は１３種類、複数クラスで同一種類の授業を行っ

た事例が含まれるため授業回数としては１７回の実施となっている。更に、教職員対象の

知的財産教育方法セミナーは４種類の内容で各々１回開催されている。これらを合計する

と、実証授業等の延べ実施回数は２１回である。 
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学生・生徒対象の実証授業は、山口大学の木村友久が担当した授業と、実証授業を行う

相手先学校の教員が担当した授業に分類される。実証授業という状況を勘案し、科目・単

元が持つ本来の目的あるいは授業内容と知的財産教育部分との関連性について、意図的に

異なる比重の授業を用意した。図表９－２に示すように、①知的財産教育の要素が強い授

業、②科目・単元が持つ本来の目的あるいは授業内容を主な要素としながら知的財産との

関連性を若干加えた授業、③科目・単元が持つ本来の目的あるいは授業内容に従って、創

造性涵養に注力して知的財産との直接的関連性は控えめなアレンジにした授業である。 
（図表９－２）学生・生徒向け実証授業の知財教育関連性 
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 個別実施報告は次節以降に記述されているが、学生・生徒の立場から見ると日常の授業

と異なる雰囲気もあるため、総体的には図表９－２に配置したいずれの授業についても積

極的な評価が示されたと推測される。 
但し、詳細にアンケートや受講態度を検討すると、中学生（発達段階が低い程）に対し

ては、知的財産教育の要素より本来の科目目的や創造性要素に重点を置きつつ、関連する

知的財産にも触れる程度にアレンジした方が、学習者の興味を維持し最終的な授業効果向

上に寄与すると考えられる。例えば、整理番号１は、アクティブタイムバトルの特許を教

材に、ゲーム進行内容と発明を対応させる部分と、関連する知的財産の基礎知識の説明を

行っている。授業後半で「自分でゲームのストーリーを考える」という創造性要素を若干

含ませているが、基本的には、授業効果を比較する目的で意図的に知財要素に比重を置く

時間配分にしている。これに対して、整理番号２と４の授業は、科目や単元から導かれる

本来の内容を主軸にして、授業の流れに添った形で知財教育要素を融合させる手法を取っ

ている。前者と比較して、整理番号２と４の授業は生徒の積極性等の反応が明らかであっ

た。整理番号４は、家庭科調理実習（餃子）の事前座学指導であり、教科書では『手作り

餃子と機械で大量生産する餃子の双方にそれなりの利点があり、消費者はそれらを使い分

けることが肝要である』というスタンスで記述され、それでは次の時間に自分たちで餃子

を作ってみようという流れになっている。授業進行に伴い手作り餃子は次の時間に体験で

きるが、機械で製作する餃子は教科書中で理解する形であったため、この部分について特

許発明が組み込まれている機械の写真や動画教材による指導を補充したものである。実際

には、取材日時がタイトであったために授業当日は静止画像をパワーポイントで説明する

事になったが、生徒からは是非動画教材を見たいという強い希望が出されていた。なお、

後日、動画教材が担当者に渡されている。 
このように、特に中学生については、図表９－２の下半分に特記されている部分に留意

した指導が必要であると判断される。 
なお、高校生でも類似の傾向が見られるが、学生が所属するコースや実施科目等により、

知財教育要素自体に対する前提条件としての学習意欲が相違すること。実証授業をビデオ

で再確認したところ、どちらかといえば、物づくり・コンテンツ制作までを含めた、創造

性の要素が授業効果に積極的に作用する状況もうかがわれたこと。これらを総合判断する

と、『授業の流れに添って適切に知財教育要素を融合させる手法』の必要性と授業に対する

積極的効果は、高校生に対する指導としても十分留意すべきであるが、適切な創造性の要

素を選択し、それにふさわしい教材とともに扱えば、授業における知財教育要素の比重を

ある程度制御できる可能性もあると考えられる。今後の課題として、この点にフォーカス

した実証授業が必要と思われる。 
 平成１７年度の中間報告では下記の提言を行っており、実証授業ではおおむねこれらの

提言を裏付ける方向で効果が確認されているが、②の中学生段階は多少ハードルを下げる

べきかもしれない。 
①国の施策として、「ものづくり立国」「知財立国」「科学技術創造立国」の３つが有機的に

作用するための人材育成制度、敢えて言えば、教材の作成、指導要領等の整備が重要。 
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②小学校段階では主に創造力や発見を中心に、中学校段階では創造力や発見を更に進

めるとともに、物づくりに必要な技術等を学習指導要領の目的と整合性をとりながら

教育要素として加える、高等学校段階になると、知的財産制度やモラルが加わる。 
 
③初等中等教育段階での知的財産教育は、弁理士のような知的財産専門人材を生み出すも

のではない。技術を生み出す創造人材の育成を目的とすべきである。発見し、感動して、

それを表現する力を身につける必要がある。 
④日本の知的財産教育（初等中等教育段階）は、若干、法令遵守の主張が強いように感じ

る。むしろ、知財創造者の視点に立つことで、内心から相手の権利を尊重しようという気

持ちにさせる指導方法で進めるべきである。また、小学生教育では「～してはいけない」

というような教え方に偏重すべきでないと規定されている。 
⑤必ずしも、毎授業で特許公報等を教材に利用する必要はなく、無理に特許に結びつける

必要はない。自分たちの手で知的財産を創造する部分に重点をおきながら、小学低学年の

頃から土壌を培っておき、高校段階に近づくにつれて権利として教える比重を高めるよう

に展開する。 
⑥現在の教育は、「何のために学ぶか」という部分を教えきれていない場合がある。知的財

産教育においても、「何のために学ぶか」という原点から説明する必要がある。 
⑦技術者の経験を伝え、知財創作のすばらしさが実感できる教育を行うべきである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②小学校段階では主に創造力や発見を中心に、中学校段階では創造力に物づくりに必

要な技術等が教育要素として加わる、高等学校段階になると、知的財産制度やモラル

が加わる。 
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９－２ 小中学校における実証授業 

 
９－２－１ 整理番号１ 福岡雙葉学園中学校 

 【実証授業の概要】 

福岡雙葉学園中学校 家庭科の情報単元 

 平成１８年１０月２日 １００分間１コマ 

 対象生徒 ２年生３クラス（３回分） ２年Ｂ組 ２年Ｃ組 ２年Ｄ組 

 内容 アクティブタイムバトル特許を軸に知的財産の全体像を説明する 

 実施者 桑原富美枝氏 

アクティブタイムバトル特許を教材にして、ゲーム進行内容と発明との対応を理解させ、

ゲームソフトの違いを認識させる。その後、自分たちでゲームソフトのアイデアを考えさ

せる。並行して、関連する知的財産の基礎知識説明を行っている。前述したように、授業

効果を比較する目的で意図的に知財要素に比重を置く時間を設定した。 
授業全体は、ＤＶビデオに記録されている。検証授業の観察と記録されたビデオから、

ゲームソフトの違いを体感させる部分ないしはゲームソフトのストーリーを考えさせる部

分と、特許制度の説明を行っている部分では、生徒の反応に明らかな差異が確認された。

後者の特許制度説明に踏み込む箇所は、生徒にとって難解で理解できなかった為に学習者

の注意力が散漫になったものと考えられる。ゲームソフトのストーリーを考えさせる部分

では、小グループで話し合いながら積極的に考えをまとめている状況が確認された。前期

中等教育段階においては、直接的な制度説明は慎重に行う必要があるだろう。 
 対象３クラスで授業時配布印刷資料を兼ねたアンケート１）をとっている。設問内容は、 
１．２つのゲームの違いがわかりましたか？ 
２．やってみたいのは、どっちのゲームですか？ 
３．ＦＦが特許をとったことの意義を考えよう！ 
４．売れるソフトを考えよう：タイトル ゲームの種類 ゲーム内容 ターゲットは？ 
５．特許をとると、どんな権利がえられますか？ 
６．特許をとるには、どこに出願しますか？ 
７．特許出願の手続きを代わりに行う仕事は、誰が行っていますか？ 
８．新しい発明をしても、特許を取得しないと、どうなりますか？ 
９．新しく製品開発を行うときには、あらかじめ特許について調べておく必要があるのはなぜ

ですか？ 
１０．新しい技術が特許として認められることで、新しい産業を生み出し、それが雇用や市場

を作り上げていく。知的創造－権利設定－権利活用という、このサイクルを何といいますか？

１１．世界初の特許法「発明者条例」はどこでできましたか？ 
１２．日本に特許制度ができたのはいつですか？ 
１３．感想 

 
１）上記の感想を含むアンケート内容は、下記ホームページに掲載。 

http://t-kimura03.cc.yamaguchi-u.ac.jp/20061002futabaanke.xls 
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の１３問で、設問５～１２は副読本や教師の説明から記入する設問。設問１～４がゲーム

ソフトやそれに関する特許についての設問とゲームの筋書きを考える設問である。設問１

３が、授業の一般的感想を記述する部分である。下記に、代表的な感想を抽出する。 
●特許についていろいろわかって良かったです。 
●特許は最高２０年しか持てないと聞いてびっくりしました。ずーっと特許は持ってい 

られるかと思っていましたので結構意外でした。 
 ●特許についていろいろ知られて良かったです。 

●特許はとても大切だと思いました。 
●特許をとってなかったら、これが自分が開発したといっても信じてもらえないので、 

必ずとるべきだと思いました。 
●ふだん、普通に遊んでいるファイナルファンタジーやドラクエの裏に私たちが知らな

いことがたくさんありました。 
●特許というのをあまり詳しく知らなかったので、コンピューターを使って詳しく教え

てもらってよかったです。 
●特許は大切なもので、無いと不正に使われてしまったりすることがわかりました。 

いつか自分でも特許が取れるようになりたいです。 
●特許のホームページがおもしろかったです。 
●やっぱり自分が発明したのに他人にとられてしまうのは、とてもいやなことなので、

特許というものは大事だなあと思いました。 
 
 

当日の授業風景写真 
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      討論、検討の場面       アクティブタイムバトル特許が組み込まれ 

ていないゲームは攻撃が停まることを確認 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
アクティブタイムバトル特許が組み込まれ   ウェブ上でゲームソフト情報を検索 
ているゲームは任意に攻撃が開始される 
 
【当日の指導用資料】 
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【指導用印刷配布資料の内容】 
アクティブタイムバトルで学ぼう！知的財産制度（特許） 

（１） ２つのゲームの違いがわかりましたか？ 

ＹＥＳ         ＮＯ 

（２） やってみたいのは、どっちのゲームですか？ 

（３） ＦＦが特許をとったことの意義を考えよう！ 

（４） 売れるソフトを考えよう！ 

  タイトル 

  ゲームの種類 

  ゲーム内容 

ターゲットは？ 

確認しよう！ 

（１）特許とは、（１             ）の１つで、 

   （２      ）で有益な（３     ）について、 

   （４      法）に基づいた（５      権）を付与すること。 

（２）特許を取得すると、（６      権）が得られて、 

（７        費）を回収することができ、新たな（８        ）

が行われ、より豊かな社会をつくり上げること 

 ができる。 

（３）特許をとるには、（９        ）に出願する必要がある。特許出願の手続きを

代わりに行う仕事を（１０       ）が行っている。 

（４）特許を取得しないと、新しく発明をおこなっても、他人に特許をとられて、自分でも

その発明を（11       ）ことがある。 

（５）新しく商品開発を行うときには、あらかじめ特許について調べておかないと、

（12         ）を請求されることがある。 

（６）新しい技術が特許として認められることで、新しい産業を生み出し、それが雇用や市

場を作り上げていく。 

   知的創造―権利設定―権利活用という（13       サイクル）の中で、さらな

る可能性へつながっていく。 

（７）世界初の特許法「発明者条例」は（14          共和国）でできた。 

（８）日本に特許制度ができたのは（15     時代）で、（16         ）がそ

の普及の必要性を説いた。 

＊感想 

2 年   組   番  氏名 
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９－２－２ 整理番号２ 福岡雙葉学園中学校 

 【実証授業の概要】 

福岡雙葉学園中学校 家庭科の「食品の保存」単元 

 平成１８年１１月７日 ５０分間１コマ 

 対象生徒 ２年生２クラス（２回分） ２年Ｃ組 ２年Ａ組 

 内容 家庭科「食品の保存」で、単元の本来の内容も維持しつつ冷凍庫

特許も扱う内容 

 実施者 桑原富美枝氏 

 
家庭科「食品の保存」単元の指導において、食品の冷凍機能あるいは急速冷凍機能への

理解を深めるという観点で、家庭科本来の指導内容を維持しながら冷蔵庫の発明を考えさ

せる構成を取っている。また、ウェブ上から急速冷凍の意義を探索させ、同時に冷蔵庫の

発明についても若干触れる内容である。整理番号１の検証授業とは異なり、家庭科の食品

の保存に関する理解に重点が置かれ、冷蔵庫の発明は「急速冷凍による食味低下を防止す

る」ことを深く理解させるための手段として用意されている。これまでと同様に、授業全

体はＤＶビデオに記録されている。検証授業の観察と記録されたビデオから、生徒の興味

関心も最後まで維持されたものと判断できる。 

当日の授業風景写真 
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   食品の保存方法と保管場所       冷蔵庫の★マークによる性能比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     急速冷凍の定義             家庭科の教科書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           冷蔵庫メーカーホームページの検索 
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     ホームページから食肉急速冷凍の効果説明の情報を取得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     機器のコストを下げ省エネにも役立つ急速冷凍の発明を見る 
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【当日の指導用パワーポイント資料】 
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※授業時に配布する印刷資料は、第６章『１８中学校Ｎｏ．２』指導案の末尾に掲載。 
 次頁に、技術家庭科固有の設問以外のアンケート、「冷蔵庫の技術的改善点」「改良アイ

デア」「感想」の３種類の設問を掲載した。対象者は中学２年生であるが、記述された内容

からは、食品保存方法の理解と共に、冷蔵庫を利用する際の問題点や改善点など創意工夫

に繋がる発想を見いだす事ができる。 
 
 
 
 
１）上記の感想を含むアンケート全体内容は、下記ホームページに掲載。 

http://t-kimura03.cc.yamaguchi-u.ac.jp/20061107futabaanke.xls 
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【本授業印刷配付資料中の３種類の設問・・・実施二クラスの中で一クラスのみの集計】 
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９－２－３ 整理番号４ 福岡県香春町立香春中学校 

 【実証授業の概要】 

福岡県香春町立香春中学校 家庭科の「餃子調理実習」単元 

 平成１９年１月２３日 ５０分間１コマ 

 対象生徒 ２年生２クラス（２回分） 

 内容 家庭科「餃子調理実習」事前指導単元において、単元本来の内容も維持し

つつ餃子自動製造装置の紹介と関連特許にも軽く触れる内容 

 実施者 桑原富美枝氏 

 
家庭科「餃子調理実習」で、餃子調理実習を行う準備としての事前指導を行う単元であ

る。教科書は、『新しい技術・家庭（家庭分野）東京書籍』４０頁を使用している。教科書

の基本スタンスは、餃子はいろいろな食材を含み栄養バランスがよい食品である、手作り

餃子と既製品の餃子のいずれもそれなりの利便性等があり、状況に応じて上手く使い分け

るべきであるという趣旨の内容である。次週に餃子調理実習が組まれているため、手作り

餃子の体験環境は用意されている。一方、既製品、特に機械で大量生産される餃子の情報

が薄いので、パワーポイント教材ではこの部分を餃子自動機械メーカーの取材写真や動画

で補う形となっている。なお、動画教材は実証授業当日には間に合わなかったために後日

生徒に見せている。当日は、メーカー取材時に撮影した静止画とメーカーのホームページ

を教材に利用した。授業アンケートには、初めて見る餃子自動製造機械について興味関心

を持った言葉が多く寄せられている。 

 
当日の授業風景写真 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１）授業アンケート全体は下記ホームページに掲載。 

http://t-kimura03.cc.yamaguchi-u.ac.jp/20070123kawarajh.xls 
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    トーセー工業（株）ＨＰから        本社ショールーム取材時の写真 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            トーセー工業（株）公開特許公報 
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【当日の指導用パワーポイント資料】 
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